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退職給付会計基準の改正に伴う影響額について 

 

当社は、「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日）および

「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日）

を平成26年３月期連結会計年度末より適用いたします。 

この適用に伴い、平成26年３月期連結会計年度末において退職給付に係る調整累計額が

6,635百万円減少となり、その結果、その他の包括利益累計額が減少となります。 

   

詳細につきましては、本日公表の「平成26年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の 

15ページ （５）連結財務諸表に関する注記事項 （退職給付に関する会計基準等の適用）を 

ご参照ください。 

以 上 


